
 
随意契約見直し計画 

 
                     平成１９年１２月 

独立行政法人    
労働者健康福祉機構 

 
 
 
１．随意契約の見直し計画 

平成１８年度に締結した随意契約について、点検・見直しを行い、
以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、
順次全て一般競争入札等に移行することとした。 

 
【全体】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

（12.3％） （12.4％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 332 97

（72.1％） （76.4％）
競争入札 

1,944 599

（0.0％） （0.0％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（0.0％）

        2

（0.0％）

            2 1 0

（100％） （100％） （15.5％） （11.1％）
随意契約 

2,693 782 418 87

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

    2,695      2,695            784            784

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
致しない場合がある 

 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一
 
 
 
 
 
 
 
 



【同一所管法人等】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数  件数  金額（億円） 金額（億円）

（10.3％） （3.7％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 19 1

（62.2％ （44.4％） ）
競争入札 

115 12

（0.0 （0.0％％） ）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  0.0％） （0.0％）

                0     0 0 0

（100％） （100％） （27.6％ （51.9％） ）
随意契約 

185 27 51 14

（100 （100％ （100％ （100％％） ） ） ）
合   計 

                      185      27     185      27

（注１）見直し後の随意契
致しない場合がある 

同一所管法人等以外の者】 
１８年度実績 見直し後 

約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一
 
【

平成
  

件数  件数  金額（億円） 金額（億円）

（12.5％） （12.7％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 313 96

（72.9 （77.7％％） ）
競争入札 

1,829 588

（0 （0.0.0％） ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（0.0％）

   

（0.0％）

             2     2 1 0

（100％） （100％） （14.6％ （9.6％） ）
随意契約 

2,508 755 367 73

（1 （100 （100 （100％00％） ％） ％） ）
合   計 

                    2,510     757   2,510     757

（注１）見直し後の随意契
致しない場合がある 

約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一



２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 
平成２０年度までに以下の措置を講じ、随意契約によることが真

にやむを得ないもの以外、順次一般競争入札等に移行していくほか、
複数年契約を締結しているものについては、複数年契約終了後、順
次一般競争入札等に移行することとする。 

 
（１）総合評価方式の導入拡大 
 ① 総合評価方式による一般競争入札マニュアルの作成 
   技術的要素等の評価を行うことが重要な業務等について、評価

基準や実施要領を作成する等、総合評価方式による一般競争入札
の円滑な実施に努める。 

 ② 競争入札を推進するための検討会の開催 
   上記の措置を行うため、本部経理部契約課、経営企画室等をメ

ンバーとした検討会を開催する。 
 
（２）複数年契約の拡大 

 複数年にわたる期間を前提にしている工事契約等について、工
期等終了までの一括契約とし、競争入札又は企画競争・公募によ
る複数年契約の締結を拡大する。 

 
（３）入札手続きの効率化 

一般競争入札の拡大に伴う業務量が増加するため、入札の実施
に必要な様式等をデータ化し、実施要領を整備し、書類作成等に
かかる業務負担を軽減する。 

 
（４） 情報の共有化 

 各施設における業者からの情報収集、予定価格設定のための市
場調査、院内等各部署との調整等のための業務量が増加すること
を勘案し、本部にて契約締結状況の情報を集約し、各施設間にお
ける情報の共有が円滑に行えるよう支援する。 

 
（注）個別の契約の移行時期及び手順については、「随意契約の点検・

見直しの状況」に記載。 


